
福島ロボットテストフィールド施設使用約款 

 
福島国際研究教育機構 

令和七年四月一日 

 

（位置） 

第一条 テストフィールドは、南相馬市原町区萱浜字新赤沼八十三番に置く。 

 

（構成） 

第二条 テストフィールドは、次の各号に掲げる施設をもって構成する。 

 一 研究棟 

 二 滑走路 

 三 滑走路附属格納庫 

 四 通信塔 

 五 緩衝ネット付飛行場 

 六 ヘリポート 

 七 連続稼働耐久試験棟 

 八 風洞棟 

 九 試験用橋梁 

 十 試験用トンネル 

 十一 試験用プラント 

 十二 市街地フィールド 

 十三 瓦礫・土砂崩落フィールド 

 十四 水没市街地フィールド 

 十五 屋内水槽試験棟 

 十六 試験準備棟 

 十七 簡易計測室Ａ 

 十八 簡易計測室Ｂ 

２ テストフィールドに附帯施設を置き、その名称及び位置は、次の表に掲げるものとする。 

名称 位置 

通信塔（小高） 南相馬市小高区井田川字南新田七百五十七番一 

滑走路（浪江）、滑走

路附属格納庫（浪江） 

双葉郡浪江町大字棚塩字東赤坂八十九番 

 

（管理業務の実施者による管理） 

第三条 テストフィールドの管理は、機構が委託した法人（以下「管理業務の実施者」とい

う。）に行わせるものとする。 

 

 （休館日） 

第四条 テストフィールドの休館日は、次の各号に掲げる日とする。 

 一 日曜日及び土曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）に規定する休日 

 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日（前号に掲げる日を除く。） 



２ 管理業務の実施者は、必要があると認めるときは、あらかじめ機構の承認を得て、テス

トフィールドの全部又は一部について、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。 

３ 前二項の規定は、同項の休館日に第六条第一項の規定による承認を受けた者がテストフ

ィールドの施設及び附属設備のうち別表に掲げるもの（以下「施設等」という。）を使用

することを妨げるものではない。 

 

 （開館時間） 

第五条 テストフィールドの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる施設又は設備の使用時間は、それぞれ当該

各号に定めるとおりとする。 

 一 研究棟のうち研究室、保管庫及び貸出倉庫 午前零時から午後十二時まで 

 二 第二条に規定する施設のうち前号の研究棟以外の施設 午前九時から午後九時まで 

３ 管理業務の実施者は、必要があると認めるときは、あらかじめ機構の承認を得て、臨時

に前二項に規定する開館時間又は使用時間を変更することができる。 

 

 （使用の承認） 

第六条 テストフィールドの施設等を使用しようとする者は、管理業務の実施者の承認を受

けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。 

２ 管理業務の実施者は、前項の承認の申請に係る施設等の使用が次の各号のいずれかに該

当すると認めるときは、同項の承認をしてはならない。 

 一 テストフィールドにおける秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 

 二 テストフィールドの施設、附属設備、資料等を毀損し、又は汚損するおそれがあると

き。 

 三 前二号に掲げるもののほか、その設置の趣旨及び目的に反するとき。 

３ 管理業務の実施者は、第一項の承認にテストフィールドの管理のため必要な範囲内で条

件を付することができる。 

 

 （使用の承認の申請の手続等） 

第七条 前条第一項前段の承認を受けようとする者は、管理業務の実施者が指定する福島ロ

ボットテストフィールド使用承認申請書（第十五条において「承認申請書」という。）を

管理業務の実施者に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書は、使用を開始する日の属する年度の前年度一月から受け付けるものとす

る。ただし、管理業務の実施者が特に必要と認めるときは、この限りではない。 

３ 管理業務の実施者は、前条第一項前段の承認をしたときは、当該承認をした者に対し、

福島ロボットテストフィールド使用承認書（次条及び第九条において「承認書」という。）

を交付するものとする。 

４ 管理業務の実施者は、前条第一項前段の承認をしないときは、当該承認を申請した者に

対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 

 

 （承認事項の変更の手続等） 

第八条 第六条第一項後段の規定による承認を受けようとする者は、管理業務の実施者が指

定する福島ロボットテストフィールド使用変更承認申請書（第十条において「変更承認申



請書」という。）に前条第三項の規定により交付を受けた承認書を添えて管理業務の実施

者に提出しなければならない。 

２ 管理業務の実施者は、第六条第一項後段の規定による承認をしたときは、当該承認を申

請した者に対し、福島ロボットテストフィールド使用変更承認書（次条において「変更承

認書」という。）を交付するものとする。 

３ 管理業務の実施者は、第六条第一項後段の規定による承認をしないときは、当該承認を

申請した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 

 

 （承認書の携帯等） 

第九条 第六条第一項前段の規定による承認を受けた者及び同項後段の規定による変更の

承認を受けた者（以下これらを「使用者」という。）は、施設等を使用するときは、同項

前段の規定による承認を受けた者は承認書を、同項後段の規定による変更の承認を受けた

者は変更承認書を携帯し、管理業務の実施者の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

 

 （使用の承認の取消し等） 

第十条 管理業務の実施者は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当

該承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用の

中止を命ずることができる。 

 一 この約款の規定に違反したとき。 

 二 第六条第二項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 三 第六条第三項の規定により同条第一項の承認に付した条件に違反したとき。 

 四 偽りその他不正な手段により第六条第一項の承認を受けたとき。 

２ 管理業務の実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、第六条第

一項の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使

用の中止を命ずることができる。 

 一 災害その他の事由により第六条第一項の承認に係る施設等の使用ができなくなった

とき。 

 二 工事その他テストフィールドの管理のためやむを得ない事由が生じたとき。 

 

 （使用の承認の取消しの手続） 

第十一条 管理業務の実施者は、前条の規定による使用の承認の取消し等を行うときは、使

用者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。 

 

 （使用の取りやめ） 

第十二条 使用者は、使用の承認又は使用の変更の承認に係る使用を取りやめようとすると

きは、速やかに書面でその旨を管理業務の実施者に届け出なければならない。 

 

（使用料） 

第十三条 使用者は、別表に定める額の使用料を支払わなければならない。 

２ 使用料は、前納とする。ただし、機構が相当の理由があると認めるときは、この限りで

はない。 

 



（使用料の免除） 

第十四条 機構は、公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除するこ

とができる。 

 

 （使用料の免除の手続） 

第十五条 前条の規定による使用料の免除を受けようとする者は、承認申請書の提出の際又

は変更承認申請書の提出の際、併せて公益上必要である理由を記載した書面を管理業務の

実施者を経由して機構に提出しなければならない。 

２ 機構は、使用料の免除をするときは、使用者に対し、その旨を通知するものとする。 

 

（使用料不返還の原則） 

第十六条 既に支払った使用料は、返還しない。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各

号に掲げる額を返還することができる。 

 一 使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったと

き 使用料の全額 

 二 使用日の五日前までに、第十二条の規定による届出があったとき 使用料の五割に相

当する額 

 

 （使用料の返還及びその手続） 

第十七条 前条の規定による使用料の返還を受けようとする者は、管理業務の実施者が指定

する福島ロボットテストフィールド使用料返還申請書を管理業務の実施者を経由して機

構に提出しなければならない。 

２ 機構は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の返還の可否及び返還の額を決定

し、その旨を福島ロボットテストフィールド使用料返還通知書により通知するものとする。 

 

 （使用計画等の事前協議） 

第十八条 使用者は、管理業務の実施者と使用開始日の前日までに施設等の使用計画及びそ

の他必要な事項について、協議を行わなければならない。 

 

（権利譲渡等の禁止） 

第十九条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。 

 

（原状回復） 

第二十条 使用者は、施設等の使用を終了したとき（第十条の規定による承認の取消し又は

使用の中止の命令があったためその使用を中止したときを含む。）は、直ちにこれを原状

に回復しなければならない。 

 

（遵守事項） 

第二十一条 テストフィールドを利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 一 テストフィールドの施設、附属設備、資料等を毀損し、又は汚損しないこと。 

 二 物品を販売し、又は頒布しないこと（管理業務の実施者の許可を受けた場合を除く。）。 

 三 所定の場所以外の場所において、喫煙又は飲食を行わないこと。 



 四 他の利用者に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

 五 前各号に掲げるもののほか、管理上管理業務の実施者が指示する事項 

 

 （入場の規制等） 

第二十二条 管理業務の実施者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、

又は退場若しくは退去を命ずることができる。 

 一 前条の規定に違反した者 

 二 テストフィールドの施設、附属設備、資料等を毀損し、又は汚損するおそれのある者 

 三 場内の秩序を乱し、又はそのおそれのある者 

 

（委任） 

第二十三条 この約款に定めるもののほか、テストフィールドの管理その他必要な事項は、

機構が別に定める。 

  



別表（第４条、第１３条関係） 

一 施設関係 

１ 基本使用料 

施設の別 使用単位 使用料の額 

研究棟 カンファレン

スホール 

午前 １４，１００円 

午後 １４，１００円 

夜間 

（一時間につき） 

４，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，６００円 

 カンファレン

スホール（ホ

ワ イ エ を 含

む） 

午前 １９，０００円 

午後 １９，０００円 

夜間 

（一時間につき） 

５，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６，２００円 

 会議室１ 午前 ５，６００円 

午後 ５，６００円 

夜間 

（一時間につき） 

１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

 会議室２ 午前 ５，４００円 

午後 ５，４００円 

夜間 

（一時間につき） 

１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

 会議室３ 午前 ５，４００円 

午後 ５，４００円 

夜間 

（一時間につき） 

１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

 １０１号室 

（研究室兼開

発実験室） 

午前 ４，８００円 

午後 ４，８００円 

夜間 ５，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，６００円 

一月につき ７８，７００円 

 １０２号室 午前 ４，７００円 

午後 ４，７００円 



（研究室兼開

発実験室） 

夜間 ５，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，６００円 

一月につき ７７，９００円 

 ２０１号室 

（研究室兼会

議室） 

午前 ５，５００円 

午後 ５，５００円 

夜間 ６，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

一月につき ９１，３００円 

 ２０２号室 

（研究室兼会

議室） 

午前 ５，５００円 

午後 ５，５００円 

夜間 ６，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

一月につき ９３，３００円 

 ２０３号室 

（研究室兼会

議室） 

午前 ５，３００円 

午後 ５，３００円 

夜間 ６，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８００円 

一月につき ９４，６００円 

 ２０４号室 

（研究室兼会

議室） 

午前 ５，２００円 

午後 ５，２００円 

夜間 ６，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，７００円 

一月につき ９１，４００円 

 屋内試験場 午前 ５０，３００円 

午後 ５０，３００円 

夜間 ６０，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１６，４００円 

 屋 内 試 験 場

（半面利用の

場合） 

午前 ２６，４００円 

午後 ２６，４００円 

夜間 ３１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

８，６００円 

 保管庫 全日につき ９，３００円 

 保管庫（半面

利用の場合） 

全日につき ５，９００円 

 研究室１ 一月につき １０９，１００円 



 研究室２ 一月につき １０５，７００円 

 研究室３ 一月につき １０８，７００円 

 研究室４ 一月につき １０８，６００円 

 研究室５ 一月につき １０８，７００円 

 研究室６ 一月につき １１１，５００円 

 研究室７ 一月につき １０５，９００円 

 研究室８ 一月につき １０８，６００円 

 研究室９ 一月につき １０８，７００円 

 研究室１０ 一月につき １１０，５００円 

 研究室１１ 一月につき ７２，５００円 

 研究室１２ 一月につき ６２，３００円 

 研究室１３ 一月につき ６２，３００円 

 研究室１４ 一月につき ６２，３００円 

 研究室１５ 一月につき ６２，３００円 

 研究室１６ 一月につき ７４，８００円 

 貸出倉庫１ 一月につき ５９，５００円 

 貸出倉庫２ 一月につき ５９，９００円 

 貸出倉庫３ 一月につき ５８，３００円 

 貸出倉庫４ 一月につき ５９，５００円 

 貸出倉庫５ 一月につき ５９，９００円 

 貸出倉庫６ 一月につき ５８，３００円 

 貸出倉庫７ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫８ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫９ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫１０ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫１１ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫１２ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫１３ 一月につき ２１，４００円 

 貸出倉庫１４ 一月につき ２１，４００円 

 シャワー室 一回につき ２００円 

滑走路（南相

馬） 

滑走路（南相

馬） 

午前 ２４，２００円 

午後 ２４，２００円 

夜間 ２９，１００円 

夜間 

（一時間につき） 

７，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

７，９００円 

午前・午後 

（一時間につき） 

６，１００円 

 滑走路附属格

納庫（南相馬）

（計測室） 

午前 ６，４００円 

午後 ６，４００円 

夜間 ７，６００円 



超過勤務 

（一時間につき） 

２，１００円 

 滑走路附属格

納庫（南相馬）

（ 簡 易 整 備

室） 

午前 ６，４００円 

午後 ６，４００円 

夜間 ７，７００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

２，１００円 

 滑走路附属格

納庫（南相馬）

（格納庫） 

午前 １８，５００円 

午後 １８，５００円 

夜間 ２２，２００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

６，０００円 

 滑走路附属格

納庫（南相馬）

（格納庫（半

面 利 用 の 場

合）） 

午前 １０，５００円 

午後 １０，５００円 

夜間 １２，６００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

３，４００円 

滑走路（浪江） 滑走路（浪江） 午前 １８，３００円 

午後 １８，３００円 

夜間 ２２，０００円 

夜間 

（一時間につき） 

５，５００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６，０００円 

午前・午後 

（一時間につき） 

４，６００円 

 滑走路附属格

納庫（浪江）

（計測室） 

午前 ６，５００円 

午後 ６，５００円 

夜間 ７，８００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

２，２００円 

 滑走路附属格

納庫（浪江）

（ 簡 易 整 備

室） 

午前 ６，６００円 

午後 ６，６００円 

夜間 ７，９００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

２，２００円 

 滑走路附属格

納庫（浪江）

（格納庫） 

午前 １９，５００円 

午後 １９，５００円 

夜間 ２３，４００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

６，４００円 

 午前 １１，０００円 



滑走路附属格

納庫（浪江）

（格納庫（半

面 利 用 の 場

合）） 

午後 １１，０００円 

夜間 １３，２００円 

超過勤務 

（一時間につき） 

３，６００円 

通信塔 通信塔 午前 ２１，９００円 

午後 ２１，９００円 

夜間 ２６，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

７，１００円 

 通信塔（持込

機器の設置） 

午前 ３，３００円 

午後 ３，３００円 

夜間 ３，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，１００円 

緩衝ネット付

飛行場 

緩衝ネット付

飛行場 

午前 ５５，６００円 

午後 ５５，６００円 

夜間 ６６，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１８，１００円 

緩衝ネット付

飛行場（半面

利用の場合） 

午前 ２９，１００円 

午後 ２９，１００円 

夜間 ３４，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９，５００円 

緩衝ネット付

飛行場（１／

３ 利 用 の 場

合） 

午前 ２０，２００円 

午後 ２０，２００円 

夜間 ２４，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６，６００円 

ヘリポート  午前 ６，３００円 

午後 ６，３００円 

夜間 ７，５００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，１００円 

連続稼働耐久試験棟 午前 １３，１００円 

午後 １３，１００円 

夜間 １５，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，３００円 

風洞棟  午前 １８５，０００円 

午後 １８５，０００円 



夜間 ２２２，０００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６０，２００円 

試験用橋梁  午前 ２９，７００円 

午後 ２９，７００円 

夜間 ３５，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９，７００円 

試験用トンネル 午前 ２６，４００円 

午後 ２６，４００円 

夜間 ３１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

８，６００円 

試験用プラン

ト 

１階 午前 １４，１００円 

午後 １４，１００円 

夜間 １６，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，６００円 

 ２階 午前 １３，９００円 

午後 １３，９００円 

夜間 １６，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，６００円 

 ３階 午前 １０，９００円 

午後 １０，９００円 

夜間 １３，１００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，６００円 

 ４階 午前 １０，２００円 

午後 １０，２００円 

夜間 １２，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，４００円 

 ５階及び６階 午前 １６，８００円 

午後 １６，８００円 

夜間 ２０，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

５，５００円 

市街地フィー

ルド 

市街地フィー

ルド 

午前 ３０，５００円 

午後 ３０，５００円 

夜間 ３６，５００円 

超過時間 ９，９００円 



（一時間につき） 

 ビルＡ 午前 ９，５００円 

午後 ９，５００円 

夜間 １１，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，１００円 

 住宅Ａ 午前 ５，８００円 

午後 ５，８００円 

夜間 ７，０００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，９００円 

 住宅Ｂ 午前 ６，０００円 

午後 ６，０００円 

夜間 ７，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，０００円 

 ガ レ ー ジ １

（ビル型） 

全日につき ９，９００円 

一月につき ２２４，７００円 

 ガ レ ー ジ ２

（住宅型） 

全日につき ７，８００円 

一月につき １６０，８００円 

 ガ レ ー ジ ３

（住宅型） 

全日につき ７，２００円 

一月につき １４２，７００円 

 ガレージ４ 全日につき ５，７００円 

一月につき ９９，２００円 

 道路 午前 １５，８００円 

午後 １５，８００円 

夜間 １８，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

５，２００円 

 瓦礫 午前 ３，５００円 

午後 ３，５００円 

夜間 ４，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，２００円 

瓦礫・土砂崩

落フィールド 

瓦礫・土砂崩

落フィールド

（土砂・倒木、

瓦礫、陥没・亀

裂、土砂傾斜、

泥濘地、周回

路） 

午前 ２１，０００円 

午後 ２１，０００円 

夜間 ２５，１００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６，８００円 

 午前 ３，６００円 



瓦礫・土砂崩

落フィールド

（土砂・倒木） 

午後 ３，６００円 

夜間 ４，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，２００円 

 瓦礫・土砂崩

落フィールド

（瓦礫） 

午前 ３，０００円 

午後 ３，０００円 

夜間 ３，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，０００円 

 瓦礫・土砂崩

落フィールド

（陥没・亀裂） 

午前 ３，９００円 

午後 ３，９００円 

夜間 ４，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，３００円 

 瓦礫・土砂崩

落フィールド

（土砂傾斜） 

午前 １３，９００円 

午後 １３，９００円 

夜間 １６，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，６００円 

 瓦礫・土砂崩

落フィールド

（泥濘地） 

午前 ３，７００円 

午後 ３，７００円 

夜間 ４，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，２００円 

 瓦礫・土砂崩

落フィールド

（周回路） 

午前 ５，１００円 

午後 ５，１００円 

夜間 ６，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，７００円 

水没市街地フ

ィールド 

水没市街地フ

ィールド 

午前 １４，９００円 

午後 １４，９００円 

夜間 １７，８００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，９００円 

 水没市街地フ

ィールド（建

物除く） 

午前 １１，０００円 

午後 １１，０００円 

夜間 １３，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，６００円 

屋内水槽試験

棟 

大水槽 午前 ７２，１００円 

午後 ７２，１００円 

夜間 ８６，５００円 



超過時間 

（一時間につき） 

２３，５００円 

 小水槽 午前 １１，０００円 

午後 １１，０００円 

夜間 １３，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，６００円 

 小水槽（濁度

試験を行う場

合） 

午前 ２８，０００円 

午後 ２８，０００円 

夜間 ３３，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９，１００円 

 クレーン 一時間につき １，３００円 

 水槽計測室 午前 ３，０００円 

午後 ３，０００円 

夜間 ３，５００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，０００円 

試験準備棟 試験準備棟整

備室 

午前 ７，０００円 

午後 ７，０００円 

夜間 ８，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，３００円 

 試験準備棟準

備室１ 

午前 ５，７００円 

午後 ５，７００円 

夜間 ６，８００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，９００円 

 試験準備棟準

備室２ 

午前 ７，５００円 

午後 ７，５００円 

夜間 ９，０００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，５００円 

 屋外試験準備

場 

午前 ４，３００円 

午後 ４，３００円 

夜間 ５，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，４００円 

簡易計測室Ａ  午前 ６，１００円 

午後 ６，１００円 

夜間 ７，３００円 

超過時間 ２，０００円 



（一時間につき） 

簡易計測室Ｂ  午前 ６，９００円 

午後 ６，９００円 

夜間 ８，３００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，３００円 

 

２ 特別使用料 

種別 金額 

営利目的使用加算料 施設の別及び使用単位に応じ、基本使用料の額

の百分の百に相当する額 

準備等使用料 施設の別及び使用単位に応じ、基本使用料の額

の百分の七十に相当する額 

 

二 附属設備関係 

附属設備の別 使用単位 金額 

研究棟附属設

備 

マシニングセ

ンサ 

一式一時間 １２，９６０円 

ＮＣフライス

盤 

一式一時間 ２，１３０円 

半自動旋盤 一式一時間 １，１１０円 

ボール盤 一式一時間 １４０円 

コンターマシ

ン 

一式一時間 １８０円 

高速切断機 一式一時間 ４２０円 

シャーリング

マシン 

一式一時間 １，８５０円 

切削動力計 一式一時間 １，５１０円 

両頭グライン

ダ 

一式一時間 １１０円 

ベルトグライ

ンダ 

一式一時間 １１０円 

３Ｄプリンタ

① 

一式一時間 ９２０円 

３Ｄプリンタ

② 

一式一時間 １，７８０円 

３Ｄプリンタ

①造形樹脂 

１０グラム ６０円 

３Ｄプリンタ

②造形樹脂 

１０グラム ８３０円 

ＬＭＤ金属３

Ｄプリンタ 

一式一時間 １１，６２０円 



金属３Ｄプリ

ン タ 用 材 料

（ＳＵＳ３１

６Ｌ） 

１０グラム ２２０円 

金属３Ｄプリ

ン タ 用 材 料

（ Ｓ Ｋ Ｈ ５

１） 

１０グラム ６６０円 

金属３Ｄプリ

ン タ 用 材 料

（インコネル

７１８） 

１０グラム ６６０円 

精密平面研削

盤 

一式一時間 １，１２０円 

走査型電子顕

微鏡 

一式一時間 ４，４６０円 

測定顕微鏡 一式一時間 ９８０円 

フーリエ変換

赤外分光分析

システム 

一式一時間 １，１９０円 

エネルギー分

散型蛍光Ｘ線

分析装置 

一式一時間 １，９６０円 

実体顕微鏡 一式一時間 １４０円 

ＦＦＴアナラ

イザ 

一式一時間 ７７０円 

オシロスコー

プ 

一式一時間 １，０４０円 

データロガー 一式一時間 ２００円 

レーダー評価

装置 

一式一時間 ４，１４０円 

直流安定化電

源（１８ボル

ト仕様） 

一式一時間 １３０円 

直流安定化電

源（６０ボル

ト仕様） 

一式一時間 １４０円 

交流安定化電

源（単相仕様） 

一式一時間 １９０円 

デジタルマル

チメーター 

一式一時間 ２６０円 

インピーダン

スアナライザ 

一式一時間 ８５０円 



フィールド試

験システム 

一式一時間 ３，１６０円 

ネットワーク

アナライザ 

一式一時間 ２，０００円 

任意波形発生

装置 

一式一時間 ２４０円 

シングルアナ

ライザ 

一式一時間 ３，３５０円 

デジタルマイ

クロスコープ 

一式一時間 １，９５０円 

Ｘ線ＣＴ装置 一式一時間 １４，４５０円 

ＣＮＣ三次元

測定機 

一式一時間 ７，６８０円 

表面粗さ・輪

郭形状測定機 

一式一時間 １，０７０円 

非接触三次元

デジタイザ 

一式一時間 ２，６９０円 

工作機精度評

価システム 

一式一時間 ４１０円 

スパッタリン

グ装置 

一式一時間 ４００円 

試料研磨装置 一式一時間 ９４０円 

ビッカース硬

度計 

一式一時間 ５３０円 

ロックウェル

硬度計 

一式一時間 ４２０円 

万能材料試験

機 

一式一時間 ２，３２０円 

電波暗室 一式一時間 ９，０４０円 

三次元放射パ

ターン測定シ

ステム 

一式一時間 ７，２７０円 

ＴＲＰ、ＴＩ

Ｓ測定システ

ム 

一式一時間 ８，９４０円 

ＧＮＳＳ受信

系感度評価シ

ステム 

一式一時間 ２，７５０円 

マルチパスフ

ェージング評

価システム 

一式一時間 ５，３７０円 

放射ＥＭＩ計

測システム 

一式一時間 ４，１７０円 



放射イミュニ

ティ試験シス

テム 

一式一時間 ８，８００円 

耐圧試験装置 一式一時間 ４，４９０円 

塵埃試験装置 一式一時間 ３，２８０円 

恒温恒湿槽 一式一時間 ３８０円 

減圧恒温恒湿

槽 

一式一時間 ２，１８０円 

熱衝撃試験機 一式一時間 ７７０円 

高度加速寿命

試験機 

一式一時間 ３００円 

乾燥炉 一式一時間 １４０円 

二軸切替振動

試験機 

一式一時間 ４，４５０円 

単軸振動試験

機 

一式一時間 ４，３１０円 

恒 温 恒 湿 槽

（ 複 合 試 験

用） 

一式一時間 １，６９０円 

防水試験装置 一式一時間 ２，５２０円 

降雨・霧雨試

験装置 

一式一時間 ２，７８０円 

耐風試験装置 一式一時間 ２４０円 

通信塔附属設

備 

空域監視装置 一式一回 ９，０００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２，２６０円 

気象観測装置 一式一回 １４，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，７３０円 

緩衝ネット付

飛行場附属設

備 

無人航空機落

下受止試験装

置 

一式一回 ２４，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

６，０４０円 

風洞棟附属設

備 

ドローンアナ

ライザ 

一式一回 ５１，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１２，９１０円 

赤外線サーモ

グラフィー 

一式一回 １，２００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２９０円 

屋内水槽試験

棟附属設備 

水流発生装置

（大水槽用） 

一式一回 １５，１００円 

超過時間 

（一時間につき） 

３，７７０円 

一式一回 ３，２００円 



 

 

水流発生装置

（小水槽用） 

超過時間 

（一時間につき） 

７９０円 

水中モーショ

ンキャプチャ

ー 

一式一回 ５２，１００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１３，０２０円 

テストピース 一式一回 ５，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，４００円 

音響ソナー 一式一回 １７，１００円 

超過時間 

（一時間につき） 

４，２７０円 

試験準備棟附

属設備 

発煙模擬装置 一式一回 １００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２０円 

被災者模擬装

置 

一式一回 ４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９０円 

屋外大型モニ

タシステム 

一式一回 ７，４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，８４０円 

投光機 一式一回 ４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９０円 

発電機 一式一回 ４００円 

超過時間 

（一時間につき） 

９０円 

高速度カメラ 一式一回 ４，７００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，１７０円 

３Ｄモーショ

ンキャプチャ

ー 

一式一回 ５，９００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，４８０円 

映像記録シス

テム 

一式一回 ５，０００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，２３０円 

貸出テント 一式一回 １００円 

超過時間 

（一時間につき） 

２０円 

トータルステ

ーション 

一式一回 ５，６００円 

超過時間 

（一時間につき） 

１，４００円 



備考  

１ 基本使用料の使用単位の欄中「午前」、「午後」、「夜間」、「全日」及び「超過時間」とあ

るのは、それぞれ次に掲げる時間をいう（以下同じ。）。 

（１）午前 午前九時から午後一時までの時間 

（２）午後 午後一時から午後五時までの時間 

（３）夜間 午後五時から午後九時までの時間 

（４）全日 午前零時から午後十二時までの時間 

（５）超過時間 午前零時から午前九時まで及び午後九時から午後十二時までの時間 

（６）一回 午前、午後又は夜間のそれぞれ 

２ 特別使用料の種別の欄中「営利目的使用加算料」とあるのは、テストフィールドの施設

を使用する場合で、次のいずれかに該当するときに、基本使用料に加算される使用料をい

う。 

（１）営利の目的で入場料、受講料、会費等を徴収して行事を開催するとき。 

（２）商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為を行う目的をもって使用するとき。 

３ 特別使用料の種別の欄中「準備等使用料」とあるのは、テストフィールドの施設を準備

するために使用する場合の使用料をいう。 

４ 使用時間又は使用期間に、使用単位に定める使用時間又は使用期間に満たない端数があ

るときは、これを使用単位に定める使用時間又は使用期間に切り上げて計算する。 

５ この表に基づいて算出した使用料の額に十円未満の端数があるときは、これを、切り捨

てる。 

６ 日を異にして二日以上継続して使用する場合にあっては、展示物、器材等の保管のため

のみの使用に係る夜間及び超過時間の使用料は、徴収しない。 

 

  



【福島ロボットテストフィールド使用承認申請書（第七条関係）】 

 

年 月 日

福島ロボットテストフィールド管理業務実施者

申請者 住所又は所在地

氏名又は名称及び
代表者の氏名
電話番号

　次のとおり福島ロボットテストフィールドを使用したいので申請します。

年 月 日 時まで

　備考
　　　１　※印の欄は、記入しないでください。
　　　２　「入場料徴収の有無」とは、入場料、会費等の名称のいかんを問わず入場の対価としての
　　　　金銭の徴収の有無をいいます。
　　　３　使用時間は、準備及び撤去の時間を含めて記載してください。
　　　４　設備の使用時間は、実使用時間を記載してください。
　　　５　管理業務の実施者が内容確認のため必要と認める資料を添付してください。

※ 使 用 承 認 の 条 件

入 場 予 定 者 数

）円

営 利 目 的 の 有 無 有・無

有・無

入場者数 (約 人)

※受付者 ※使用料合計 円

使
用
責
任
者

所 属 名

役 職 ・ 氏 名

電 話 番 号

そ の 他 参 考 事 項

入場料の最高額（

※承認番号

福島ロボットテストフィールド使用承認申請書

※受付年月日 　　年　　月　　日 ※受付番号

入 場 料 徴 収 の 有 無

使 用 す る 施 設 ・ 設 備 の 名称 使 用 期 間

使 用 の 目 的
（ 催 し の 名 称 ）

時から



【福島ロボットテストフィールド使用承認書（第七条関係）】 

  

年 月 日

福島ロボットテストフィールド管理業務実施者印

承認年月日 年

使 用 期 間

営 利 目 的 の 有 無 有・無

使用の目的
（催しの名称）

使 用 す る 施 設 ・ 設 備 の 名 称

時から

氏名又は名称及び
代表者の氏名

　備考　この承認書は、他人に譲渡し、又は貸与しないでください。

　上記のとおり福島ロボットテストフィールドの使用を承認します。

　円

入 場 予 定 者 数

そ の 他 参 考 事 項

使 用 承 認 の 条 件

使 用 料 合 計 金 額

使
用
責
任
者

所 属 名

役 職 ・ 氏 名

電 話 番 号

日月

人）入場者数（約

）円

承認番号

福島ロボットテストフィールド使用承認書

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無 入場料の最高額（

時まで

電話番号

申
請
者

住所又は所在地



【福島ロボットテストフィールド使用変更承認申請書（第八条関係）】 

 

 

年 月 日

福島ロボットテストフィールド管理業務実施者

申請者 住所又は所在地

氏名又は名称及び
代表者の氏名
電話番号

　次のとおり福島ロボットテストフィールドの使用承認事項を変更したいので申請します。

年 月 日

　備考
　　　１　※印の欄は、記入しないでください。
　　　２　管理業務の実施者が内容確認のため必要と認める資料を添付してください。

入 場 予 定 者 数 入場者数（約 人）

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無 入場料の最高額（ ）円

営 利 目 的 の 有 無 有・無

そ の 他 参 考 事 項

使
用
責
任
者

所 属 名

役 職 ・ 氏 名

電 話 番 号

※ 使 用 承 認 の 条 件

※受付者 ※使用料合計 円

承  認  番  号

※受付年月日 　　年　　月　　日 ※受付番号 ※承認番号

福島ロボットテストフィールド使用変更承認申請書

当初使用承認年月日

使 用 の 目 的
（ 催 し の 名 称 ）

使 用 す る 施 設 ・ 設 備 の 名称 使 用 期 間

時から 時まで



【福島ロボットテストフィールド使用変更承認書（第八条関係）】 

 

年 月 日

福島ロボットテストフィールド管理業務実施者印

使用の目的
（催しの名称）

申
請
者

住所又は所在地

氏名又は名称及び
代表者の氏名

福島ロボットテストフィールド使用変更承認書

承認年月日 年 月 日 承認番号

電話番号

使 用 す る 施 設 ・ 設 備 の 名称 使 用 期 間

営 利 目 的 の 有 無 有・無

時から 時まで

　上記のとおり福島ロボットテストフィールドの使用を承認します。

そ の 他 参 考 事 項

使 用 変 更
承 認 の 条 件

使 用 料 合 計 金 額 　円

　備考　この承認書は、他人に譲渡し、又は貸与しないでください。

）円

入 場 予 定 者 数 入場者数（約 人）

使
用
責
任
者

所 属 名

役 職 ・ 氏 名

電 話 番 号

入 場 料 徴 収 の 有 無 有・無 入場料の最高額（



【福島ロボットテストフィールド使用料返還申請書（第十七条関係）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 月 日

福島国際研究教育機構　理事長

申請者 住所又は所在地

氏名又は名称及び
代表者の氏名
電話番号

　次のとおり福島ロボットテストフィールドの使用料の返還を申請します。

　備考
　　　１　※印の欄は、記入しないでください。

※受付年月日 　　年　　月　　日 ※受付番号 ※承認番号

福島ロボットテストフィールド使用料返還申請書

使 用 承 認 年 月 日 承  認  番  号

使用する施設・設備名

使 用 の 目 的
（ 催 し の 名 称 ）

返 還 申 請 理 由

支 払 済 使 用 料 円 使 用 料 支 払 年 月日

預金種別 口座番号
口座名義人

※　　　　　　　　　　　円 ※ ※ ※　　　　　　　　　　　円

カナ

使 用 料 返 還 の 根 拠 返 還 率 返 還 金 額

返還金振込先

金融機関名 支店名



【福島ロボットテストフィールド使用料返還通知書（第十七条関係）】 

 

ましては、上記のとおり決定しましたので通知します。

　福島国際研究教育機構　理事長 印

　　　　　年　　月　　日付けで申請のありました福島ロボットテストフィールド使用料の返還につき

使 用 承 認 年 月 日 　　年　　　月　　　日 承  認  番  号

使用する施設・設備名

使 用 の 目 的
（ 催 し の 名 称 ）

福島ロボットテストフィールド使用料返還通知書

承認年月日 　　　　年　　月　　日 承認番号

決 定 内 容
返還の理由

返還額　　　　　　　　　　　　　　　　　円

第　　　　　号

第　　　　号

住所又は所在地

氏名又は名称及び
代表者の氏名

申
請
者

電話番号


